
 

 

 

 

住居確保給付金（家賃補助）

のしおり  

離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ  

～住居確保給付金（家賃補助）のご案内～  

流山市  

 

 

 

 

 

 

 

  

【お問い合わせ】  

流山市くらしサポートセンター  ユーネット  

電話：０４－７１９７－５６９０  

住所：流山市西初石３－１０１－２１  鈴木ビル１F 

受付時間：平日のみ  ８:３０～１７:１５  

流山市役所  健康福祉部  社会福祉課  

電話：０４－７１５０－６０７９（直通）  

住所：流山市平和台１－１－１  

受付時間：平日のみ  ８:３０～１７:１５  
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 離 職 や 廃 業 、又 は 個 人 の 責 任・都 合 に よ ら な い 就 業 機 会 等 の 減 少 に よ り

離 職 や 廃 業 と 同 程 度 の 状 況 に な り 、経 済 的 に 困 窮 し 、住 居 を 喪 失 し た 方 又

は 住 居 を 喪 失 す る お そ れ の あ る 方 を 対 象 と し て 、 家 賃 相 当 分 の 給 付 金 を

支 給 す る と と も に 、自 立 相 談 支 援 機 関 に よ る 就 労 支 援 等 を 実 施 し 、住 居 及

び 就 労 機 会 の 確 保 に 向 け た 支 援 を 行 い ま す 。  

 

１ ． 支 給 額  

申 請 日 の 属 す る 月 の 申 請 者 及 び 申 請 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 の 収 入    

合 計 額 （ 世 帯 収 入 額 ） が 、  

① 表 １ の 基 準 額 以 下 の 場 合  

  ⇒ １ ヵ 月 当 た り の 家 賃 額 を 支 給  
 

② 表 １ の 基 準 額 を 超 え る 場 合  

  ⇒ （ １ ヵ 月 当 た り の 家 賃 額 ＋ 基 準 額 ） － 世 帯 収 入 額  

   に よ り 算 出 し た 額 と 、 表 1 の 支 給 上 限 額 を 比 べ て 低 い 額 を 支 給  

 ※ 家 賃 額 は 、 管 理 費 や 共 益 費 等 を 除 い た 額 で す 。  

 ※ ① ・ ② と も に 支 給 上 限 額 は 表 １ の と お り で す 。  

 ＜ 表 １ ＞  

世 帯 人 数  支 給 上 限 額  基 準 額  

１ 人  ４．１万 円  ８．１万円 

２ 人  ４．９万 円  １２．３万円 

３ 人  ５．３万 円  １５．７万円 

４ 人  ５．３万 円  １９．４万円 

５ 人  ５．３万 円  ２３．２万円 

 

２ ． 支 給 期 間  

３ ヵ 月 間  

※ 一 定 の 条 件 に よ り ３ ヵ 月 間 の 延 長 、 再 延 長 （ 最 大 ９ ヵ 月 間 ） が 可 能  

 

３ ． 支 給 方 法  

不 動 産 業 者 、 大 家 等 に 市 役 所 が 代 理 納 付  

振 込 名 義 「 ナ ガ レ ヤ マ シ シ ヤ フ ク シ カ 」  

住居確保給付金（家賃補助）とは  
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申 請 時 に 、以 下 の ① ～ ⑧ の 全 て に 該 当 す る 方（ ① ～ ③ に つ い て は 、イ ）又

は ロ ） に 該 当 す る 方 ） が 対 象 と な り ま す 。  

 

① イ ） 離 職 ・ 廃 業  

ロ ）や む を 得 な い 減 収 等 に よ り 経 済 的 に 困 窮 し 、住 居 喪 失 者 又 は 住 居 喪

失 の お そ れ が あ る  
 

② イ ）申 請 日 に お い て 離 職・廃 業 の 日 か ら ２ 年 以 内 で あ る 。た だ し 、当 該

期 間 中 に 疾 病 、負 傷 、育 児 等 や む を 得 な い 事 情 に よ り 求 職 活 動 を 行

う こ と が で き な か っ た 場 合 は 、 そ の 日 数 を ２ 年 に 加 算 し た 期 間 と

す る も の と し 、 そ の 期 間 が ４ 年 以 内 で あ る  

 ロ ） 就 業 し て い る 個 人 の 給 与 そ の 他 の 業 務 上 の 収 入 を 得 る 機 会 が 当 該

個 人 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 、都 合 に よ ら な い で 減 少 し 、当 該 個 人 の

就 労 の 状 況 が 離 職 又 は 廃 業 の 場 合 と 同 等 程 度 の 状 況 に あ る  
 

③ イ ）離 職 等 の 日 に お い て 、そ の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 し て い

る（ 離 職 前 に は 主 た る 生 計 維 持 者 で は な か っ た が 、そ の 後 離 婚 等 に

よ り 、 申 請 時 に は 主 た る 生 計 維 持 者 と な っ て い る 場 合 も 含 む ）  

 ロ ）申 請 日 の 属 す る 月 に お い て 、そ の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持

し て い る  
 

④ 申 請 日 の 属 す る 月 の 、 申 請 者 及 び 申 請 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 の 収

入 の 合 計 額 が 次 の 表 ２ の 収 入 基 準 額 以 下 で あ る（ 収 入 に は 、公 的 給 付 等

を 含 む ）  

＜ 表 2＞  

世 帯 人 数  収 入 基 準 額  収 入 基 準 額 内 訳  

１ 人  １ ２ ． ２ 万 円  ８．１万円 ＋ 家賃額（上限４．１万円） 

２ 人  １ ７ ． ２ 万 円  １２．３万円 ＋ 家賃額（上限４．９万円） 

３ 人  ２ １ ． ０ 万 円  １５．７万円 ＋ 家賃額（上限５．３万円） 

４ 人  ２ ４ ． ７ 万 円  １９．４万円 ＋ 家賃額（上限５．３万円） 

５ 人  ２ ８ ． ５ 万 円  ２３．２万円 ＋ 家賃額（上限５．３万円） 
 

 

 

住居確保給付金を受けるには、次の要件があります  
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⑤ 申 請 日 に お い て 、 申 請 者 及 び 申 請 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 の 所 有 す

る 金 融 資 産 の 合 計 額 が 表 ３ の 金 額 以 下 で あ る  

＜ 表 3＞  

世 帯 人 数  金 融 資 産  

１ 人  ４ ８ ． ６ 万 円  

２ 人  ７ ３ ． ８ 万 円  

３ 人  ９ ４ ． ２ 万 円  

４ 人 以 上  １ ０ ０ ． ０ 万 円  
 

⑥ 公 共 職 業 安 定 所 又 は 地 方 公 共 団 体 が 設 け る 公 的 な 無 料 職 業 紹 介 に 求 職

の 申 込 み を し 、 誠 実 か つ 熱 心 に 常 用 就 職 を 目 指 し た 求 職 活 動 を 行 う こ

と 。た だ し 、自 立 に 向 け た 活 動 を 行 う こ と が 当 該 者 の 自 立 促 進 に 資 す る

と 認 め ら れ る 場 合 は 、経 営 相 談 先 へ 面 談 を 申 込 み 、業 務 上 の 収 入 を 得 る

機 会 の 増 加 に 向 け た 活 動 を 行 う こ と も 可 能 と す る  
 

⑦ 自 治 体 等 が 実 施 す る 離 職 者 等 に 対 す る 住 居 確 保 を 目 的 と し た 類 似 の 給

付 等 を 申 請 者 及 び 申 請 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 受 け て い な い こ と  
 

⑧ 申 請 者 及 び 申 請 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 の い ず れ も が 暴 力 団 員 で な

い こ と  

 

 

 

① 月 ４ 回 以 上 、自 立 相 談 支 援 機 関 に よ る 面 接 の 支 援 を 受 け る こ と と 、定 め

ら れ た 書 類 の 提 出 等 の 必 要 が あ り ま す 。  

 

（ 離 職 ・ 廃 業 ・ 就 労 を 目 指 す 休 業 等 の 方 ）  

 常 用 就 職（ 期 間 の 定 め が な い 、又 は ６ ヵ 月 以 上 の 雇 用 期 間 が 定 め ら れ た

雇 用 契 約 ） を 目 指 し ま す 。  

② 月 ２ 回 以 上 、 公 共 職 業 安 定 所 又 は 地 方 公 共 団 体 が 設 け る 公 的 な 無 料

職 業 紹 介 の 窓 口 で 職 業 相 談 等 を 受 け て く だ さ い 。  

③ 原 則 週 １ 回 以 上 、 求 人 先 へ 応 募 を 行 う 又 は 求 人 先 の 面 接 を 受 け て く

だ さ い 。  

 

 

住居確保給付金受給中の義務  
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（ 事 業 再 生 を 目 指 す 事 業 者 の 方 ）  

 当 初 ・ 延 長 時  

④ 月 １ 回 以 上 、企 業 経 営 相 談 先 で の 経 営 相 談 を 受 け て く だ さ い 。経 営

相 談 先 の 助 言 等 の も と 、業 務 上 の 収 入 を 得 る 機 会 の 増 加 を 図 る 取 組

を 行 っ て く だ さ い 。  
 

再 延 長 時 （ ７ ヵ 月 目 以 降 ）  

⑤ 常 用 就 職 を 目 指 し 、 ④ に 替 わ り ② ③ を 行 い ま す 。  

 

 

 

職 業 訓 練 受 講 給 付 金 と 住 居 確 保 給 付 金 の 併 給 が 可 能 で す 。ま た 、職 業 訓

練 に つ い て は 求 職 活 動 と み な し 、求 職 活 動 等 要 件 が 一 定 程 度 緩 和 さ れ ま す 。 

 

 

 

・支 給 決 定 後 、常 用 就 職（ 期 間 の 定 め が な い 、又 は ６ ヵ 月 以 上 の 雇 用 期 間

が 定 め ら れ た 雇 用 契 約 ） し た 場 合 は 、「 常 用 就 職 届 」 を 自 立 相 談 支 援 機

関 へ 提 出 し て く だ さ い 。  
 

・ 提 出 し た 月 の 翌 月 以 降 、 収 入 額 を 確 認 す る こ と が で き る 書 類 を 自 立 相

談 支 援 機 関 に 毎 月 提 出 し て く だ さ い 。  

 

 

 

住 居 確 保 給 付 金 の 受 給 期 間 が 終 了 す る 月 に 一 定 の 要 件 を 満 た し て い れ

ば 、 ３ ヵ 月 間 を ２ 回 ま で 延 長 す る こ と が 可 能 で す 。  

 

※ 住 居 確 保 給 付 金 の 受 給 期 間 の 延 長 又 は 再 延 長 を 希 望 さ れ る 場 合 、 当 初

の 受 給 期 間 の 最 終 月 ま で に 収 入 と 預 貯 金 が 分 か る 書 類 等 を 準 備 し 、 自

立 相 談 支 援 機 関 へ ご 提 出 く だ さ い 。  

※ 支 給 期 間 延 長 申 請 時 に お い て も 初 回 申 請 時 と 同 様 、 提 出 書 類 に 基 づ き

審 査 が あ り ま す 。  

 

 

職業訓練受講給付金との併給ができます  

受給中に常用就職した場合は届出が必要です  

一定の要件を満たせば延長が可能です  
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以 下 の 場 合 に 限 り 、支 給 額 の 変 更 が 可 能 で す 。申 請 書 を 提 出 す る 必 要 が

あ り ま す の で 、 家 賃 額 が 変 更 に な っ た 又 は 収 入 が 減 少 し た こ と 等 が 証 明

で き る 書 類 を 自 立 相 談 支 援 機 関 に お 持 ち く だ さ い 。  

 

● 住 居 確 保 給 付 金 支 給 対 象 住 宅 の 家 賃 が 変 更 さ れ た 場 合  
 

● 収 入 が あ る こ と か ら 一 部 支 給 を 受 け て い た 方 で あ っ て 、 受 給 中 に 収 入

が 減 少 し 、 世 帯 収 入 額 が 基 準 額 以 下 に 至 っ た 場 合  
 

● 受 給 者 の 責 に よ ら ず 転 居 せ ざ る を 得 な い 場 合 や 、 自 立 相 談 支 援 機 関 の

指 導 に よ り 、 流 山 市 内 で の 転 居 が 適 当 で あ る 場 合  

 

 

 

住 居 確 保 給 付 金 の 受 給 期 間 終 了 後 、 次 の 場 合 に 再 支 給 を 受 け る こ と が

で き ま す 。  

 

● 常 用 就 職 又 は 給 与 そ の 他 業 務 上 の 収 入 を 得 る 機 会 が 増 加 し た 後 、 新

た に 解 雇 （ 本 人 の 責 に 帰 す べ き 重 大 な 理 由 に よ る 解 雇 を 除 く ）  
 

● 事 業 主 都 合 の 離 職 、 廃 業 （ 本 人 の 責 に 帰 す べ き 理 由 又 は 当 該 個 人 の  

都 合 に よ る も の を 除 く ）  
 

● 就 業 し て い る 個 人 の 給 与 そ の 他 の 業 務 上 の 収 入 を 得 る 機 会 が 当 該 個  

人 の 責 に 帰 す べ き 理 由 、都 合 に よ ら な い で 減 少 し 、か つ い ず れ も 従 前

の 支 給 が 終 了 し た 月 の 翌 月 か ら １ 年 を 経 過 し て い る  

 

※ あ ら か じ め 雇 用 期 間 が 決 ま っ て い て 、 更 新 の な い こ と に 合 意 し て い

た 場 合 は 会 社 都 合 の 解 雇 に は 当 た り ま せ ん 。  

※ 再 支 給 申 請 時 に お い て も 従 前 の 申 請 時 と 同 様 、 提 出 書 類 に 基 づ き 審

査 が あ り ま す 。  

 

 

支給額を変更できる場合があります  

住居確保給付金の再支給について  
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以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 を 中 止 し ま

す 。  

 

・ 誠 実 か つ 熱 心 に 求 職 活 動 等 を 行 わ な い 場 合 又 は 就 労 支 援 に 関 す る 自 治

体 か ら の 指 導 に 従 わ な い 場 合 、 原 則 と し て 当 該 事 実 を 確 認 し た 日 の 属

す る 月 の 支 給 か ら 中 止 し ま す 。  
 

・ 受 給 中 に 常 用 就 職 又 は 受 給 者 の 給 与 そ の 他 の 業 務 上 の 収 入 を 得 る 機 会

が 増 加 し 、就 労 に よ り 得 ら れ た 収 入 が 一 定 額 を 超 え た 場 合 は 、原 則 と し

て 、 収 入 基 準 額 を 超 え る 収 入 が 得 ら れ た 月 の 支 給 か ら 中 止 し ま す 。  
 

・ 受 給 中 に 常 用 就 職 等 を し た こ と 及 び 就 労 に 伴 い 得 ら れ た 収 入 の 報 告 を

怠 っ た 場 合 は 、 支 給 を 中 止 し ま す 。  
 

・ 住 宅 を 退 去 し た 者 （ 大 家 か ら の 要 請 の 場 合 や 関 係 機 関 の 指 示 に よ る 場

合 を 除 く ） に つ い て は 支 給 を 中 止 し ま す 。  
 

・ 支 給 決 定 後 、 虚 偽 の 申 請 等 不 適 正 な 受 給 に 該 当 す る こ と が 明 ら か に な

っ た 場 合 は 、 支 給 を 中 止 し ま す 。  
 

・受 給 者 及 び 受 給 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 暴 力 団 員 と 判 明 し た 場 合 、

禁 錮 刑 以 上 の 刑 に 処 さ れ た 場 合 及 び 生 活 保 護 費 を 受 給 し た 場 合 は 、 支

給 を 中 止 し ま す 。  
 

・上 記 の ほ か 、受 給 者 の 死 亡 等 、支 給 す る こ と が で き な い 事 情 が 生 じ た 場

合 は 支 給 を 中 止 し ま す 。  

 

 

 

住 居 確 保 給 付 金 の 受 給 中 に 虚 偽 の 申 請 等 不 適 正 受 給 に 該 当 す る こ と が

判 明 し た 場 合 に は 、す で に 支 給 し た 給 付 を 徴 収 す る と と も に 、以 降 の 住 居

確 保 給 付 金 の 支 給 も 中 止 す る こ と と な り ま す 。  

 

 

住居確保給付金を中止する場合があります  

住居確保給付金を徴収する場合があります  
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① 住 居 確 保 給 付 金 支 給 申 請 書  
 

② 住 居 確 保 給 付 金 申 請 確 認 書  
 

③ 本 人 確 認 書 類 （次のいずれか） 

運 転 免 許 証 、個 人 番 号 カ ー ド 、住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 、一 般 旅 券 、各 種 福  

祉 手 帳 、 健 康 保 険 証 、 住 民 票 の 写 し 、 戸 籍 謄 本 、 在 留 カ ー ド 等  

 ※ 顔 写 真 な し の 証 明 書 の 場 合 は ２ 点 以 上 の 提 出 が 必 要 で す 。  
 

④ 離 職 等 関 係 書 類  

 （ 離 職 ・ 廃 業 の 方 ）  

  ・申 請 日 を 起 点 に ２ 年 以 内 に 離 職・廃 業 を し た こ と が 確 認 で き る 書 類  

・疾 病 、負 傷 、育 児 等 の や む を 得 な い 事 情 が あ っ た 場 合 は 、医 師 の 証       

明 等 、 そ れ を 証 明 で き る 書 類  

（ 休 業 等 の 方 ）  

 ・ 申 請 日 に お い て 就 業 し て い る 個 人 の 給 与 そ の 他 の 業 務 上 の 収 入 を

得 る 機 会 が 当 該 個 人 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 、 都 合 に よ ら な い で 減

少 し 、 当 該 個 人 の 就 労 の 状 況 が 離 職 又 は 廃 業 の 場 合 と 同 等 程 度 の

状 況 に あ る こ と を 確 認 で き る 書 類  
 

⑤ 収 入 関 係 書 類  

申 請 者 及 び 申 請 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 の う ち 収 入 が あ る 者 に つ い   

て 、 収 入 が 確 認 で き る 書 類  

 ※ 給 与 明 細 書 、預 貯 金 通 帳 の 収 入 の 振 込 の 記 帳 ペ ー ジ 、雇 用 保 険 の 失 業

給 付 等 を 受 け て い る 場 合 は「 雇 用 保 険 受 給 資 格 者 証 」、年 金 を 受 け て

い る 場 合 は「 年 金 額 改 定 通 知（ 年 金 ハ ガ キ ）」、そ の 他 各 種 手 当 証 書 、

そ の 他 各 種 福 祉 手 帳 等  
 

⑥ 金 融 関 係 書 類  

 申 請 者 及 び 申 請 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 全 員 の 金 融 機 関 の す べ て の

通 帳 等 （ 株 、 投 資 信 託 、 暗 号 資 産 等 含 む ）  

 ※ 申 請 日 時 点 の 最 新 記 帳 済 み の も の  

 ※ 通 帳 な し 取 引 （ ネ ッ ト や ア プ リ ） の 口 座 分 も 書 面 で ご 用 意 く だ さ い  
 

住居確保給付金の申請をするために必要なもの  
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⑦ 入 居 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書  
 

⑧ 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し  

 ※ 契 約 更 新 さ れ て い る 方 は 、更 新 後 の 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し が 必 要 で す 。 
 

⑨ （ 離 職 ・ 廃 業 ・ 就 労 を 目 指 す 休 業 等 の 方 ）  

公 共 職 業 安 定 所 に 求 職 の 申 込 み を し 、 付 与 さ れ た 求 職 番 号 又 は 地  

方 公 共 団 体 が 設 け る 公 的 な 無 料 職 業 紹 介 の 窓 口 名 称  

  ※ 番 号 は 、 ハ ロ ー ワ ー ク 受 付 票 又 は ハ ロ ー ワ ー ク カ ー ド に 記 載 が あ

り ま す 。  

 （ 事 業 再 生 を 目 指 す 事 業 者 の 方 ）  

  自 立 に 向 け た 活 動 を 行 う こ と が 当 該 者 の 自 立 促 進 に 資 す る と 認 め ら

れ る 場 合 は 、「 住 居 確 保 給 付 金  自 立 に 向 け た 活 動 計 画 」（ 企 業 経 営 相

談 先 で 相 談 し 、 記 入 す る ）  

 

  

 

● 住 宅 を 喪 失 す る お そ れ の あ る 方 の 場 合  

 

 

・ 自 立 相 談 支 援 機 関 で 、 住 居 確 保 給 付 金 に 関 す る 説 明 を 受 け ま す 。  

・ 自 立 相 談 支 援 機 関 で 、 申 請 書 類 一 式 に 記 載 を し ま す 。  

・「 入 居 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書 」 が 交 付 さ れ ま す 。  

 

 

 

不 動 産 業 者 等 に「 入 居 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書 」へ の 記 載 を 依 頼 し 、交 付

を 受 け て く だ さ い 。  

 

 

 

自 立 相 談 支 援 機 関 へ 、 前 ペ ー ジ の 提 出 書 類 一 式 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

 

 

住居確保給付金の申請から決定までの流れ  

書 類 の 提 出  

 

入 居 住 宅 の 貸 主 と の 調 整  

 

住 居 確 保 給 付 金 の 相 談・支 給

申 請  
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・審 査 の 結 果 、受 給 資 格 あ り と 認 め ら れ た 場 合 に は「 流 山 市 住 居 確 保 給 付  

金 支 給 決 定 通 知 書 」 が 交 付 さ れ ま す 。  

・ 入 居 し て い る 住 宅 の 不 動 産 業 者 等 に 「 流 山 市 住 居 確 保 給 付 金 支 給 決 定

通 知 書 の 写 し 」 を 提 出 し て く だ さ い 。  

・住 居 確 保 給 付 金 は 、流 山 市 か ら 不 動 産 業 者 等 に 直 接 振 込 み を し ま す 。振

込 名 義 「 ナ ガ レ ヤ マ シ シ ヤ フ ク シ カ 」  

・受 給 資 格 な し と 判 断 さ れ た 場 合 、「 流 山 市 住 居 確 保 給 付 金 不 支 給 通 知 書 」

が 交 付 さ れ ま す 。  

 

● 住 宅 を 喪 失 し て い る 方 の 場 合  

  

 

・ 自 立 相 談 支 援 機 関 で 、 住 居 確 保 給 付 金 に 関 す る 説 明 を 受 け ま す 。  

・ 申 請 書 類 一 式 に 記 載 し 、 必 要 書 類 を 添 え て 提 出 し ま す 。  

・ 申 請 書 の 写 し の 交 付 に あ わ せ て 、「 入 居 予 定 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書 」

が 交 付 さ れ ま す 。  

 

 

  

・ 不 動 産 業 者 等 に 申 請 書 の 写 し を 提 示 し て 、 当 該 不 動 産 業 者 等 を 介 し て

賃 貸 住 宅 を 探 し 、 住 居 確 保 給 付 金 支 給 決 定 等 を 条 件 に 入 居 可 能 な 賃 貸

住 宅 を 確 保 し て く だ さ い 。原 則 と し て 、賃 貸 住 宅 を 探 す 範 囲 は 、流 山 市

内 で す 。  

・敷 金・礼 金 な ど の 入 居 初 期 費 用 に つ い て 、社 会 福 祉 協 議 会 の 総 合 支 援 資

金 貸 付（ 住 宅 入 居 費 ）を 利 用 す る 場 合 は 、そ の 旨 を 不 動 産 業 者 等 に 伝 え

て く だ さ い 。  

・入 居 可 能 な 住 宅 を 確 保 し た 場 合 に は 、不 動 産 業 者 等 か ら「 入 居 予 定 住 宅

に 関 す る 状 況 通 知 書 」 へ の 記 載 を 依 頼 し 、 交 付 を 受 け て く だ さ い 。  

 

 

 

公 共 職 業 安 定 所 （ ハ ロ ー ワ ー ク ） に て 求 職 申 込 み を 行 っ て く だ さ い 。  
 
 

申 請 内 容 の 審 査・決 定  

 

 

住 居 確 保 給 付 金 の 相 談・支 給 申 請  

 

 

入 居 予 定 住 宅 の 確 保  

 

 

ハ ロ ー ワ ー ク で の 求 職 申 込 み  
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・不 動 産 業 者 等 か ら 記 載・交 付 を 受 け た「 入 居 予 定 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知

書 」 を 自 立 相 談 支 援 機 関 に 提 出 し て く だ さ い 。  

・ハ ロ ー ワ ー ク か ら 交 付 を 受 け た 求 職 受 付 票（ ハ ロ ー ワ ー ク カ ー ド ）の 写  

し を 、 自 立 相 談 支 援 機 関 に 提 出 し て く だ さ い 。  

 

 

 

・審 査 の 結 果 、受 給 資 格 あ り と 判 断 さ れ た 場 合 は 、「 流 山 市 住 居 確 保 給 付

金 支 給 対 象 者 証 明 書 」が 交 付 さ れ 、併 せ て「 住 宅 確 保 報 告 書 」が 交 付 さ

れ ま す 。  

・ 受 給 資 格 な し と 判 断 さ れ た 場 合 、 住 宅 を 確 保 し て い る 不 動 産 業 者 等 に

住 居 確 保 給 付 金 不 支 給 決 定 に よ り 、 賃 貸 借 契 約 を 締 結 で き な い 旨 を 伝

え て く だ さ い 。  

 

 

 

・「 入 居 予 定 住 宅 に 関 す る 状 況 通 知 書 」の 交 付 を 受 け た 不 動 産 業 者 等 に 対

し 、「 流 山 市 住 居 確 保 給 付 金 支 給 対 象 者 証 明 書 」 を 提 示 し 、 予 定 し て い

た 賃 貸 住 宅 に 関 す る 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し て く だ さ い 。総 合 支 援 資 金（ 住

宅 入 居 費 ）の 借 入 申 込 み を し て い る 場 合 は 、そ の 写 し も 提 示 し て く だ さ

い 。  

・総 合 支 援 資 金（ 住 宅 入 居 費 ）の 借 入 申 込 み を し て い る 方 の 場 合 、本 賃 貸

借 契 約 は 、原 則 と し て「 停 止 条 件 付 き 契 約（ 初 期 費 用 と な る 貸 付 金 が 不

動 産 業 者 等 へ 振 り 込 ま れ た こ と が 確 認 さ れ た 日 を も っ て 効 力 が 発 生 す

る 契 約 ）」 と な り ま す 。 総 合 支 援 資 金 （ 住 宅 入 居 費 ） を 活 用 せ ず 、 初 期

費 用 を 自 分 で 用 意 可 能 な 方 の 場 合 に は 、友 情 契 約 と な る と 考 え ら れ ま す

が 、混 乱 を 防 ぐ た め 、住 居 確 保 給 付 金 対 象 者 に つ い て は 、全 て 停 止 条 件

付 き の 契 約 と す る と し て い る 不 動 産 業 者 等 も あ る と 考 え ら れ ま す の で

ご 注 意 く だ さ い 。  

 

 

 

 

確 認 書 類 の 提 出  

 

 

申 請 内 容 の 審 査 ・ 決 定  

 

 

賃 貸 借 契 約 の 締 結  
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住 宅 入 居 費 が 不 動 産 業 者 等 に 振 込 ま れ た こ と を も っ て 停 止 条 件 付 き の 賃

貸 借 契 約 の 効 力 が 発 生 し ま す の で 、 不 動 産 業 者 等 と の 間 で 入 居 に 関 す る

手 続 き を 行 い 、 速 や か に 住 民 票 の 設 定 ・ 変 更 手 続 き を し て く だ さ い 。  

 

 

 

・す で に「 住 居 確 保 給 付 金 支 給 対 象 者 証 明 書 」が 交 付 さ れ て い ま す が 、実

際 に 支 給 を 受 け る た め に は 、住 宅 入 居 後 ７ 日 以 内 に「 賃 貸 住 宅 に 関 す る

賃 貸 借 契 約 書 の 写 し 」及 び 新 住 所 に お け る「 住 民 票 の 写 し 」を 添 付 し て 、

「 住 宅 確 保 報 告 書 」 を 自 立 相 談 支 援 機 関 に 提 出 し て く だ さ い 。  

・「 流 山 市 住 居 確 保 給 付 金 支 給 決 定 通 知 書 」 が 交 付 さ れ ま す 。  

・ 住 宅 を 確 保 し て い る 不 動 産 業 者 等 に 対 し て 「 流 山 市 住 居 確 保 給 付 金 支

給 決 定 通 知 書 の 写 し 」 を 提 出 し て く だ さ い 。  

・ 住 居 確 保 給 付 金 は 、 流 山 市 か ら 不 動 産 業 者 等 に 直 接 振 込 み を し ま す 。  

 

 

 

 

住 居 確 保 給 付 金 受 給 中 の 生 活 費 が 必 要 な 方 は 、社 会 福 祉 協 議 会 の「 生 活

福 祉 資 金（ 総 合 支 援 資 金 ）」や「 臨 時 特 例 つ な ぎ 資 金 貸 付 」が 利 用 で き る

場 合 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

生活費が必要な方は  

【ご相談先】  

流山市社会福祉協議会  福祉総務課福祉係  

電   話：０４－７１５９－４７３５  

住   所：流山市平和台２－１－２  

   流山市ケアセンター３階  

受付時間：平日のみ  ８ :３０～１７ :１５  

入 居 手 続 き  

住 居 確 保 給 付 金 支 給 の 決 定  


